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〔■をときちまきのキ旨あ〕

午前10時00分、教育長は開会を宣言し、署名委員として3番武内委員、4番大木教育

長職務代理者を指名した。

c̶を言義き金乗のポ言忍二

.令和6年1月25日開催の令和6年第1回国分寺市教育委員会議率録第1号

〔孝女,,.o幸艮き〕

教育長おはようございます。お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。

3月19日に中学校の卒業式が挙むされました。委員の皆様方にも御参加をいただきあ

りがとうございました。私が参加した第二中学校では、生徒がすばらしい態度で、德とし

た姿で感動的な式でした。コロナ褐で大変苦労が多かった子どもたちかと思います。子ど

もたちの門出を祝い、新たな飛躍を期待したいと思います。また、明日は小学校の卒業式

もあります。委員の皆さま方、どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、藤井委員が欠席です。

c言義ぎ〕

教育長議案第8号「■分寺市教育委員会管理職職員の人事異動にっいて」及び議案第9

号「国分寺市教育委員会指導主事の異動にっいて」は、国分寺市教育委員会会議規則第7

条に規定する人事等に関する案件のため、秘密会で審議を行レ、たいと思います。

秘密会開催には、国分寺市教育委員会会議規則第7条の規定により、出席委員の3分の

2以上の議決を要しますので、皆様方にお諮りいたします。いかがでしよう力、。

全委員異議なし。

教育長全員賛成をもって秘密会の開催は可決されました。

国分寺市教育委員会会議規則第8条の規定により、関係者以外の方は退室をお願いし

ます。なお、事務局は退出される方々の誘導をお願いします。

秘密ミ (午前10時03分～午前10時10分)

3議案第10号国分寺市教育委員会事務局処務規則及び国分寺市教育委員会職員の職

務名等に関する規則の一部を改正する規則について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

組織改正により設置する市史編さん室に係る規定の整備等をするため、必要がある。

教育総務課長改正文と新旧対照表の両方を御覧ください。本改正については、改正契機

が同一ゆえ、2本の条立ての改正になっています。新旧対照表の表面の改正規定の第1条、

事務局庶務規員jの改正については、今年度末をもって教育部内の市史編さん担当課長の担

当課長ポストを廃止し、次年度当初より新たに課として独立をした市史編さん室を設置し

て、来年度より課長職として市史編さん室長を置く組織改正を行うというものです。

また、新旧対照表の裏面の改正規定の第2条、職員の職名等に関する規則の改正ですが、

こちらは課長職区分の職員の役職に新たに「室長」を加えるという改正をむうものです。

いずれの改正規定も、施行期日は令和6年4月1日からです。
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(意見・質疑の要旨)

なし

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

4議案第11号国分寺市教育委員会事務決裁規程及び第3次国分寺市教育ビジョン策

定検討委員会設置規程の一部を改正する訓令について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

組織改正により設置する市史編さん室に係る規定の整備をするほ力、、文言の整備をする

ため、必要がある。

教育総務課長こちらの改正についても、改正契機が同一であり、2本の条立ての改正と

なっていまして、第1条及び第2条の改正とともに、従前の議案第10号と同様、市史編さ

ん室の設置に伴うもののほか、文言整理等を行うため、訓令の一部改正をしたいというも

のです。施行期日は、いずれも令和6年4月1日です。

(意見・質疑の要旨)

なし

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

5議案第12号国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関

する規則の一部を改正する規則について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

会計年度任用職員の職の区分及び職名に係る規定を整備するため、必要がある。

教育総務課長新旧対照表を御覧ください。表面の上段の制定附則の第5項の改正ですが

報酬に係る経過措置の規定の適用を受ける、学校指導課にて任用している言語相談業務に

従事する教育相談員の職名を括弧書きで明示をして、わかりやすく整理をするというもの

です。

また、その下の別表第1の改正については、学校指導課にて任用する教育相談員につい

て、心理、言語相談に従事する職能区分を第1区分、教育相談に従事する者の職の区分を

第2区分に整理するとともに、ふるさと文化財課にて任用する古文書解読業務に従事する

者の職能区分を第4区分から第2区分に改めることで、人材確保につなげたいというもの

です。

その他、第4区分に規定されています遺跡調査員、史跡保存整備担当及び史跡整備普及

捕助担当の各職名については、今回の改正に併せて、統合等を図っていきたいということ

で字句を改めるものです。

施行期日は、令和6年4月1日です。 �

(意見・質疑の要旨)

比委員別表第1で質問します。新しいものの職名で言いますと、太字で「教育相談員」
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の中に「(心理)」、「(言語)」、「(教育)」と3種類あります。そのうち教育については第2

区分、心理と言語は第1区分になっていますが、これは何か違いがあろのでしよう力、。

学校指導課長それぞれ必須条件としている免許等、その資格要件に関わっています。例

えば、「教育相談員(心理)」ですが、心理士として勤務をするためには心理士の資格、こ

れは専門の修士課程を経た上で、専門の国家資格を取得した上での勤務ということになり

ます。

ただ、教育に関しては、学士である教員の免許を必須としているということで、第2区

分相当であろうと、このような整理をしています。

比委員そうしますと、「(教育)」の分野で、第1区分に相当する職名の方がいるのでしよ

う力ん

学校指導課長「(教育)」に関しては、従前の主任教育相談員、こちらは教育管理職を必

須条件としていますので、こちらが教育の専門ということになります。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

6議案第13号国分寺市教育委員会ェネルギー管理統括者等設置規程の一部を改正す

る訓令について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)等の一部改正に伴

い、引用条項の整理等をするため、必要がある。

教育総務課長新旧対照表を御覧ください。本改正にっいては、ェネルギーの使用の合理

化等に関する法律及び同法律施行規則の改正などに伴い、引用条項の整理を行うものです。

第1条及び第2条第2項第4号では、それぞれの法令の改正後の題名に改めて、第3条

第1項第2号では、規定中の「ェネルギー管理士免状」、こちらについて当該免状の用語の

意義を明確にして、解釈上の疑義をなくすために括弧書きの定義規定を加えるというもの

です。

施行期日は、公表の日から施む日ということです。

(意見・質疑の要旨)

なし

(探決)

原案どおり可決(全員一致)

フ議案第14号国分寺市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則につ

いて<教育長提出>

(譲案の内容と説明)

夏季休業日の期間を改正するため、必要がある。

学校教育担当課長新旧対照表を御覧ください。現むでは夏季休業日を7月21日から8月

24日までとしていましたが、改正後は7月21日から8月31日としています。これは近年の

気候の状況から猛暑日が続くと予想され、熱中症の危険を軽減すること。また中央教育審
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議会の提言、教師を取り卷く環境整傭にっいて、緊急的に取り組むべく施策に各学校にお

ける授業時数や学校行事の在り方の見直しが示され、標準授業時数を大幅に上回っている

教育課程の編成は、ェ夫・改善等をむい、指導体制に見合った計画とする必要があるとさ

れています。これらのことから、夏季休業日を延長し、児童.生徒の安全に配慮すること、

また学校における働き方改革を推進することから、規則を改正したいと考えています。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

(意見・質疑の要旨)

大木教育長職務代理者今の説明で目的は理解しました。短縮することによって標準授業

時数を大きく上回っている場合には、そちらを減らしていくということですが、それによ

って国分寺市の児童.生徒の学習などに与える影響はいかがでしよう力、。

学校教育担当課長学習の内容に関しては、夏季休業日を延長することで授業時数が縮小

されることについて、校長会と協議を重ねてまいりました。各学校において、教務主任を

中心に、時数と教育内容を見直した上で、今回、休業日を延長しても学習内容に支障はな

いことが確認されましたので、このような規則の改正を考えています。

大木教育長職務代理者学校側とも十分な協議の上での提案であれぱ、理解しました。い

ずれにしても、豊かな学習環境を提供し、十分な学びが深められるように、引き続き教育

委員会としても各学校を支援していただければと思レ・\ます。

仕委員熱中症対策や働き方改革という目的のためには、私もよい改正だと思います。

そもそも以前、夏季休業期間を短縮した際に、休み明けの子どもたちの様子に先生方が

十分目をかけられるように、最初の1週間は会議などを入れずに、ゆったりと過ごす期間

とするという目的だったかと思います。この点にっいては、休業期間がもとに戻っても、

同じように大切されるの力、、その点、お聞きしたいと思います。

学校教育担当課長校長会とも協議を重ねた上で、9月2日からの第2学期の開始につい

ては、小-中学校ともに午前授業という形を考えています。子どもたちは午前中に学習を

し、給食後に下校という形で校長会とも話してまいりました。委員のお話にありましたよ

うに、これまで取り組んできました段階的に1日を学校で過ごす時間を増やしていくこと

で、長期休業日明けの児童・生徒の円滑な学校生活への順応を図ることについては、引き

続き大切にしていきたいと考えています。

仕委員わかりました。休み明けの児童・生徒の様子に、引き続き目を配っていただけた

らよいと思いました。

教育長もとに戻る形になりますが、次年度やってみて、どのような状況だったのかを教

育委員会としてもしっかり把握をして、また考えていけたらと思います。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

8議案第15号国分寺市コミュニティ’スクール協議会規則の一部を改正する規則につ

いて<教育長提出>

(議案の内容と説明)

小学校及び中学校において新たにコミュニティ・スクール協議会を設置するため、必要

がある。
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学枝教育担当課長資料の新旧対照表を御覧ください。改正後に新たにコミュニティ・ス

クールとして、第一小学校、第十小学校にそれぞれ一つの協議会を、第四小学校及び第四

中学校には両校で一つの協議会を設置することとしています。委員の人数におきましては、

一つの協議会の委員として8人以内とし、複数の学校に一つの協議会を設置する場合には、

2校が16人以内、3校が22人以内、4校以上が28人以内としています。御審議のほど、よ
ろしくお願いいたします。

(意見・質疑の要旨)

大木教育長職務代理者第四小学校と第四中学校で合わせて一っの協議会の設置という

ことですが、これは今回、新たな案であると思います。このように、小学校と中学校が一

つの協議会を設置すろことの意味について、また今後、他の学校においても、そのような

形での設置というのを推進していく予定なのかとレ、うことについて、説明をお願レ、します。

学校教育担当課長小.中学校合同のコミュニティ・スクール協議会の設置については、

9年間を見通して子どもたちが成長していくと考えますと、同じ学区の中の地域の方々に

学校運営の方針等を理解していただき、子どもたちが義務教育の段階で成長していく支援

をいただけるということで、非常に効果的であると考えています。

また、今後の見通しについては、こちらは小.中学校の初めての設置になりますので、

そちらの取組状況を各学校のコミュニティ*スクールフォーラム等を活用しながら、共有

をした上で、市内の学校に広げていきたいと考えています。

大木教育長職務代理者第四小学校と第四中学校は近いです-し、きっと今でも様々なこと

を協力しながら運営されてきたことと思います。ほかの小学校と中学校においても、その

ような密に連携をしている学校は今までもありますし、学校教育担当課長がおっしやった

ように、今後小.中学校合わせて9年間の見通しを持って進めていくことは重要になると

思っています。ぜひ、今回の四小と四中の協議会の推移を見守っていただき、適切である

と判断されたら、次の段階へお進みいただければと思います。いずれにしても、学校と家

庭、そして地域の連携で、みんなで子どもたちを見守っていくのは当然のことですので、

それがスムーズに運営されるように、教育委員会としてもぜひ協力をしていっていただけ
ればと思います。

武内委員第四小学校と第四中学校で一つの協議会を設置することで、私自身は見えてい

ないのですが、これまで小学校と中学校で、具体的に教育活動でどのような連携をしてき

て、どういった成果が上がっているのか、あるいは課題があるのかということを教えてい
ただければと思います。

学校教育担当課長これまで小*中連携教育で、授業改善を中心に小学校の搜業を中学校

の教員が参観する。また、逆の場合もあり、進めてきたところです。これについては、や

はり児童.生徒への理解、小学校の指導方法や中学校の指導方法の共有ということが図ら
れ、大変効果が出ていたと考えています。

今回コミュニティ・スクールで協議会を設置することによって、地域の方を交え、g年

間にわたり系統的に学習内容に取り組んでいけると考えています。

教育長第四小学校を卒業しますと、ほとんどの子が第四中学校に進学するという地域の

特色もありますので、まずはこの2校で一つの協議会を設置する試みをして、その成果を
全校に発信していただきたいと思います。

ただ、コミュニテイ・スクールというのは、案内のとおり、その地域の特色に応じた取
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組が必要なので、全ての学校がこのようになるかというと、そうではなく、よりよい形で

コミュニティ・スタールを進めていけたちと思っていますので、また御指導いただけたら

と思います。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

9議案第16号国分寺市立学校事案決定規程の一部を改正する訓令について<教育長

提出>

(議案の内容と説明)

国分寺市公立学校の管理運営に関する規則の改正に伴い、文言整理のため、必要がある。

教育総務課長新旧対照表を御覧ください。第1条中に規定している国分寺市公立学校の

管理運営に関する規則の略称規定「管理運営規則」について、以降の各条項におきまして、

引用している箇所がないことが判明したため、当該略称規定の部分の字句を削る改正を行

いたいというものです。

いずれも、施行期日は公表の日からの施行です。

(意見・質疑の要旨)

なし

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

教育長続いて、議案第17号「国分寺市立第四小学校主任学校医の委嘱について」、議案第

18号「国分寺市立第五小学校主任学校医の委嘱について」、また議案第19号「国分寺市立第

一小学校学校歯科医の委嘱について」は一括して説明をしていただき、それから個別の採

決をしていきたいと思います。

10議案第17号国分寺市立第四小学校主任学枝医の委嘱について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

国分寺市立第四小学校主任学校医が令和6年3月31日付をもって辞任することに伴い、

国分寺市立学校学校医、学校歯料医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則(平成11

年教委規則第2号)第2条第1項の規定により、従前の主任学校医を解嘱し、令和6年4

月1日付で新たな主任学校医を委嘱する必要がある。

学務課長裏面を御覧ください。小森医師から富士川医師へ交代となり、任期は前任者の

残任期間となります。

11議案第18号国分寺市立第五小学校主任学校医の委嘱について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

国分寺市立第五小学校主任学校医が令和6年3月31日付をもって辞任することに伴レ、、

国分寺市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則(平成11

年教委規則第2号)第2条第1項の規定により、従前の主任学校医を解嘱し、令和6年4
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月1日付で新たな主任学校医を委嘱する必要がある。

学務課長吉村医師から富士川医師へ交代となり、任期は前任者の残任期間となります。

なお、富士川医師については、現任の第六小学校に加え、今回の委嘱により、第四小学校
と第五小学校の3校兼任となります。

12議案第19号国分寺市立第一小学校学校歯科医の委嘱について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

国分寺市立第一小学校学校歯科医が令和6年3月31日付をもって辞任することに伴い、

国分寺市立学校学校医、学校菌科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則(平成11

年教委規則第2号)第2条第1項の規定により、従前の学校歯科医を解嘱し、令和6年4
月1日付で新たな学校菌科医を委嘱する必要がある。

学務課長那モサ医師から阿部医師へ交代となり、任期は前任者の残任期間となります。

最後になりますが、この3件の委嘱に当たり、主任学校医は国分寺市医師会、学校歯科

医は国分寺市歯科医師会から御椎薦をいただきました。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

(意見・質疑の要旨)

なし

教育長それでは、1件ずつお請りいたします。

議案第17号、国分寺市立第四小学校主任学校医の委嘱について、原案のとおりでよろし
いでしよう力ん

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

教育長続いて、議案第18号、国分寺市立第五小学校主任学校医の委嘱について、原案の
とおりでよろしいでしよう力、。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

教育長続いて、議案第19号、国分寺市立第一小学校学校歯科医の委嘱にっいて、原案の
とおりでよろしいでしよう力、。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

13議案第20号学校産業医の選任について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

国分寺市学校教職員労働安全衛生管理規則(令和3年教委規則第6号)の規定に基づき、
学校産業医を選任する必要がある。
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学校指導課長令和6年度学校産業医候補者名簿を御覧ください。候補者として、昨年度

に引き続き高木智国氏を挙げてレ、ます。高木氏は社会福祉法人浴光会の理事長です。

任期は令和6年4月1日から1年間となっています。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

(意見・質疑の要旨)

なし

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

14議案第21号国分寺市社会教育委員の委嘱について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

任期満了に伴い、国分寺市社会教育委員の設置に関する条例(昭和35年条例第4号)第

2条の規定に基づき、委員を委嘱する必要がある。

社会教育課長国分寺市社会教育委員候補者名簿を御覧ください。任期は、令和6年4月

1日から令和8年3月31日までの2年間です。委嘱は定数12人以内のところ8人の方々に

お願いしたいと思っています。項番1から6までと項番8の方は再任となります。項番7

の方が新任ということになります。

今回、新任で委嘱いただきたい項番7の茂呂雅仁氏については、第三小学校及び第二小

学校の校長を歴任され、現在は非常勤教員として市内の小学校に在籍しており、教育アド

バイザーとして勤務されています学校教育について深い見識をお持ちの方で、学校教育

の視点から意見がいただけると考えています。

なお、校長会からの選出する1人については、新年度になってから推薦をいただく予定

です。候捕者が決まりましたら、委員の追加の承認をお願いする予定です。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

(意見・質疑の要旨)

なし

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

15議案第22号国分寺市青少年委員の委嘱について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

任期満了に伴い、国分寺市青少年委員の設置に関する条例(昭和40年条例第18号)第3

条の規定により、委員を委嘱する必要がある。

社会教育課長国分寺市青少年委員候補者名簿を御覧ください。任期は、令和6年5月1

日から令和8年4月30日までの2年間となります。委嘱については、定員15人以内のとこ

ろ、12人の方々にお願いしたいと思っています。全員の方が再任となります。

青少年委員の職務の中で社会教育課の事業として、主に小学校5、 6年生を対象とした

わんばく学校と、中学生以上を対象とした青少年地域リーダー講習会の楷導者として携わ
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っていただいています。それぞれ10回ほど年間に活動を実施していまして、わんばく学校

では体験学習や仲間との交流を通じて、感受性、人間性を伸ばし、地域の未来のリーダー

としての資質を身につけることを目的としています。地域リーダー講習会では、子どもか

らお年寄りまでの橋渡し役となり、豊かな地域づくりに貢献できる青少年のリーダーとし

て育成することを目的として、活動していただいています。

御審議のほど、よろしくお願いします。

(意見・質疑の要旨)

教育長全員再任ということですね。

社会教育課長はい。

教育長今やっていただいている方で、お辞めになる方もいないのですね。

社会教育課長現在の人数も同じ12人で、12人全ての方がここで再任ということで、お辞

めになる方は1人もおりません。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

16議案第23号国分寺市文化財保護審議会委員の委嘱について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

任期満了に伴い、国分寺市文化財の保存と活用に関する条例(平成22年条例第24号)第

33条の規定により、委員を委嘱する必要がある。

ふるさと文化財課長委員候補者一覧を御覧ください。委員定数は8人ですが、現在7人

に委嘱をしていましで、3月31日をもって現委員の任期が満了します。そのため引き続き、

現在7人の委員を、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間、文化財保護審

議会委員として委嘱したく、提案するものです。

御審議のほど、よろしくお願いします。

(意見*質疑の要旨)

教育長こちらも全員再任ということで、お辞めになられる方はいないということですね

社会教育課長おっしやるとおりです。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

cナ症言義二

なし

〔幸艮さ〕

1令和5年度国分寺市教育委員会児童生徒表彰被表彰者一覧について

(事務局からの説明)

教育総務課長資料N0.1を御覧ください。前回の教育委員会定例会において、今年度の

児童.生徒表彰の概要にっいて報告しましたが、その後の3月4日に、被表彰者及びその
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保護者をお呼びして、これらの方々の御了解のもと、氏名、学校名等をお示しして、表彰

式を開催しましたので、別紙資料のとおり、再度報告するものです。説明は以上です。

(意見・質疑の要旨)

教育長先日は教育委員の皆さまにも表彰式に参加いただき、誠にありがとうございまし

た。被表彰者の一覧ということで、このように報告することができました。これを励みと

して多くの方がまた来年表彰されることを期待したいと思っています。

大木教育長職務代理者私も出席し、児童.生徒の皆さんが非常によく頑張っているとい

うことを大変うれしく思いました。

一っだけお願いといいますか、気になった点があり、第三中学校の剣道部が表彰されま

したが、そのときに盾が一つ,しか用意されていませんでした。いろいろと予算の関係もあ

って盾を全員分というのは難しいかもしれませんが、団体としての表彰ではあっても、個々

のお子さんたちも頑張っていたので、できれぱ賞状などは1人ずつに差し上げられろよう

な、そういう検肘の余地はないかと思いました。

やはり団体として表彰されたといっても手元に何も残らない形はどうかと思いましたの

で、今年度は団体として一つの用意ということであれば、次年度以降、検酎いただければ

と思います。

教育総務課長次年度検討したいと思います。

教育長ぜひ検討をお願いいたします。

2令和6年度小.中学校の教育課程について

(事務局からの説明) �

稲村指導主事報告2 「令和6年度小.中学校の教育課程について」を説明します。資料

No. 2を御覧くださレ、。

各小.中学校は、国分寺市公立学校の管理運営に関する規則に基づき、次年度の教育課

程として学校の教育目標や、それを達成するための基本方針、指導の重点等を教育委員会

に届け出ています。

資料の項番1は、令和6年度の重点事項であり、教育目標を達成するための重点を第2

次国分寺市教育ビジョンを踏まえた上で設定しています。

項番2の特色ある教育活動の左側は、国分寺学の完全実施を含めた地域と連携した教育

活動について記載しています。国分寺学とは、現在、国分寺市について実施している地域

の特色を生かした学びを整理・系統化していくものであり、令和6年度の完全実施に向け

て、各校及び各中学校ブロッタで地域教材の活用や、地城との速携の視点を取り入れた取

組にっいて検討してきたところです。また、表の右側にはその他の特色ある教育活動とし

て、各校が特に注力する教育活動をお示ししています。

裏面を御覧ください。通常の学級と特別支援学級の小学校第6学年及び中学校第3学年

の年間の授業日数や授業時数を一覧にしています。授業時数についても適切に設定してい

ます。学校指尊課では、各校において教育課程が適正に実施され、学校の取組が充実する

ように、指導や助言に努めてまいります。

(意見.質疑の要旨)
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教育長いよいよ来年度から国分寺学も完全実施に向けて、各校が進めている状況です。

その点について、特色ある教育活動についてお示ししています。

武内委員私自身も校長として、国が言っている「個別最適な学び」、「協働的な学び」と

いうのは、理解はできるのですが、実際の授業の場面の中で、個別最適な学びの場面をつ

くろというのは非常に難しいと思っています。むしろ協働的な学び、集団の中での生徒間

の対話を通して、自分の考えを出し合って、それをま現できるような授業場面が極めて大

事だと考えるのですが、例えば授業45分の中の5分間、「個別最適な学び」として端末に

向かってその子の学力に応じたような、例えば問題解答すると力、、そういうようなことを

国分寺市の中ではやられているのでしよう力、。どのように進めているのか教えていただけ

れば幸いです。

稲村指導主事各校において、1人1台端末を活用した取組をこの数年間かけて事例を

様々挙げてきました。委員からも話がありましたように、それぞれの学力の段階に応じた

問題を解くという時間を設定する学校もありますし例えぱ、それぞれ調べ学習の観点を

個人によって、個人に応じて進めていく。それを先ほどおっしやったように「協働的な学

び」の場面で実際に共有していって、全体を見渡していくというような授業づくりに努め

ている学校もあります。令和5年度については、学校指導課訪問等においても、そういっ

たI CTを活用した「個別最適な学び」、「協働的な学び」の授業改善で、実際に実践して

いることを学校指導課としても各校で見てきたところです。

武内委員ありがとうございます。私も授業を拝見するのを楽しみにしています。

教育長ぜひ御覧いただいて、実態を把握していただき、また御指導いただきたいと思レ、

ます。

個別の課題に応じた学びを保障していくのは、なかなか準傭も大変でしようし、難しい

ところもあると思います。ぜひそのあたりも研究していただいて、広めていただけたらと

思います。果敢にチャレンジしていただきたいと思います。

cそのイ也二

なし

cぼを二

午前10時56分、教育長は閉会を宣言した。

署名 3 番 許の め

4- 番 'l
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